
全国における広域景観計画と景観形成の傾向 
―広域景観計画未策定地域における景観維持の方針を対象として― 
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1998 年の特定非営利活動促進法施行,2002 年には都

市計画法が地域の判断によってまちづくりを行うこと

を可能とするために改正された。そして，2004年には

景観法施行等により,都市計画や景観まちづくりに住

民が様々な形態で参画する事例が各地でみられるよう

になった。なかでも景観は, 住民にとっても参加の意

義が明確な対象でもあり，多くの事例がみられる。ま

た良好な景観維持には，計画の策定以外にも，その後

の注視やまちづくり活動との連携は不可欠である。景

観法にも住民と自治体が協力して取り組む場として景

観協議会や，住民主導の持続的な取り組みを支援する

ために景観整備機構の指定が掲げられている（景観法

第八十一条第一項，第九十二条一項）。 

1 背景と目的                      

 また，自治体の主たる取り組みは，景観行政団体と

なり景観法の基本制度である景観計画を策定すること

であるが，その傾向をみると景観計画を策定している

自治体の多くは基礎自治体であり，広域自治体が策定

していない都道府県も多いことが既往研究より明らか

となった 1）。しかし，広域自治体が景観計画を有して

いない場合，主に以下のような課題が考えられる。 
 1）景観行政団体ではない自治体は，景観上の問題が

懸念される開発行為でも届出が受けられず，事前協議

さえもできないこと。また，2）景観上の問題が生じた

場合，仮に届出があり事前協議ができたとしても方針

がなければ対応することが容易ではないこと。さらに，

景観計画を策定しているものの，3）その計画区域が「部

分」の場合，区域外で問題が発生した際に対策や対応

が困難であること。また，4）基礎自治体によって，届

出対象行為の設定項目や指針の内容が大きく異なる場

合，都道府県としての景観維持・保全の方針を統一し

にくいこと。そして，5）景観維持活動を景観まちづく

り団体や住民が行う際，景観の全体像が明確でないた 
 
 

め，戦略的なその活動との協働や連携が難しいこと。 
これらの課題を改善するためには，広域自治体が景

観の将来像を明確にすることや，自治体だけでなく景

観まちづくり団体の協力や住民の理解を得ることも，

必要不可欠である。 
 近年の広域景観に関する既往研究には，初期に策定

された景観計画の構成から景観課題や他の制度との連

動の必要性を指摘した研究 1），行政界を越える眺望景

観保全に関する研究 2），広域景観計画の策定プロセス

に関する研究 3），景観計画の構成内容から類型化を行

い，全国の運用実態と課題を考察した研究 4）がある。

一方で，全国における景観形成のための既存制度に関

する計画区域の面積や，広域景観計画未策定地域の景

観維持のあり方等について，全国的な傾向を把握した

研究は，管見では見当たらない。 
 そこで本研究では，昨年度の既往研究 1）にて明らか

にした「広域景観計画の策定区域と重点地区の関係性

の類型（タイプⅠ 〜Ⅵ）」注1）全6タイプごとに，全国

における景観法やその関係法令の策定区域の面積率を

算出し，国土に対する策定範囲の状況を把握する。さ

らに，広域景観計画が策定されていないタイプⅥにつ

いては，景観形成の方針の有無やその内容等について

整理する。その結果により，自治体が抱える課題の傾

向を把握し,景観維持・保全活動を支える景観まちづく

り団体の今後の活動方針を明示する。 

 本研究では全国の広域自治体を対象に，「①ゾーンの

捉え方」，「②ルールの内容」の 2つの着眼点に基づき

研究を進める。 

2 研究の対象と方法                    

 まず，①では「規制やルール」の適用区域と届出対

象行為の項目を把握する。また，景観関係法令につい

ても整理する。その後，それらの法令に基づく計画区

域が都道府県土に占める割合を算出する。それらの面 
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図1 都道府県土における景観計画と景観地区・準景観地区の面積率 
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積率を用い，各都道府県土に対して，如何なる法令に

より抑制やコントロールが図られているのか，全国的

な傾向を把握する。 
 そして，②ではタイプⅥにおける景観維持・保全の

推進方法を探るため，景観に関する条例やガイドライ

ンの有無を把握する。さらに条例やガイドラインがあ

る場合，規制やコントロールについて如何なる記述が

あるのかを把握し，傾向を整理する。 

 47都道府県を対象に，都道府県土に対する広域景観

計画区域及び景観地区（準景観地区）の計画区域の面

積率を算出した（図 1）。ただし，タイプⅥの面積率に

ついては，都道府県を含む全ての景観行政団体が策定

している景観計画区域の面積の合計を，都道府県土の

面積によって除した値とする。 

3 全国の景観計画策定状況の把握               

  タイプⅠ 〜Ⅲ（福島県は除く注2））は広域景観計画

を「全域」に策定しているため，面積率が 100%であ

る。またタイプⅣ（大阪府）の場合，広域景観計画を

「部分」に策定しているにもかかわらず面積率は100%
である。これは，大阪府の全景観行政団体が景観計画

を策定しており，景観行政団体である基礎自治体が所

管する地域を除く全てを，府が計画区域と定めるため

である。また，タイプⅤは「複数」の広域景観計画が

「部分」に策定されていることが影響して面積率が低

い。タイプⅥでは神奈川県の面積率が最も高く，県土

の 80.8%に市町村の景観計画が策定されていることが

わかる（図 1）。広域景観計画は策定されていないが，

市町村の景観計画による保全率は高いといえる。これ

は各自治体が景観維持・保全の推進を積極的に行って

いるためであると考えられる。また，タイプⅥのうち

表1 景観関係法令 
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神奈川県以外の都道府県は，都道府県土に対する景観

計画区域の面積率が約65%以下となっていることが明

らかになった。つまり，約40%近くの都道府県が広域

景観計画を策定していないままであることがわかる。 

4－1 国土における既存制度の活用状況の把握 
4 広域景観計画未策定地域の景観維持の把握              

 日本の国土を形成しており，景観計画の上位計画で

ある土地利用基本計画に基づく 5地域（都市地域，農

業地域，森林地域，自然公園地域，自然保全地域）に

関連する法令を整理した（表 1）。ただし，都市地域は

景観法関係法令を対象とし，これらの法令に基づく計

画区域の面積率を算出した（図 2）。 
 広域景観計画が「全域」に策定されているタイプⅠ

〜Ⅲでは，景観計画による保全率が100%と最も高い。

次いで農業地域と森林地域による保全率が高く，両地

域による保全率はほぼ同値である。 
 また，広域景観計画が「部分」に策定されているタ

イプⅣの大阪府では，景観計画による保全率が 100%
であり，農業地域と森林地域による保全率が約 30%と

なっている。自然公園地域による保全率は約 10%であ

り，風致地区は 1%未満である。 
 さらに，複数の広域景観計画が「部分」に策定され

ているタイプⅤでは以下のような結果が得られた。景

観計画による保全率は，京都府が約 27%，福岡県では

約 75%である。さらに農業地域と森林地域による保全

率では，京都府が約 74%，福岡県では約 45%となって

いる。自然公園地域による保全率は，京都府が約5%，

福岡県では約 18%である。これらの結果により，同タ

イプでも構成比が異なることがわかる。 
 栃木県，神奈川県，佐賀県を除くタイプⅥは農業地

域と森林地域による保全率が最も高い。また宮城県で

は景観計画よりも自然公園地域による保全率の方が高

い。この結果より，景観計画による開発行為の制御が

図られてないものの，主に農業地域，森林地域，自然

地域によって制御が図られていることがわかる。しか

しながら，同範囲には守るべき景観の方針までは示さ

れていない。 
4－2 タイプⅥにおける景観維持の方針の把握 
 本節では，広域景観計画を策定していない広域自治

体が，如何なる手段により景観維持・保全を推進して

いるのか整理した。表 2より，広域景観計画を策定し

ていない自治体のうち，景観条例があるのは 21 件/27
件であった。その 21件のうち，指定区域が部分的なの

は，秋田県と大分県の 2 件/21 件であった。その両条

例には届出対象行為についての記述があった。さらに

大分県の対象は主要道路沿線に限られており，「趣旨，

指定地域，届出行為」についてに留まっている。また，

秋田県の対象は沿道・沿線地域や届出行為に加え「指

導及び勧告」についても記述があった。 
 また，指定区域が全域である都道府県は 19件/21件
であった。そのうち 10件/19件（茨城県，栃木県，群

馬県，山梨県，富山県，岐阜県，兵庫県，島根県，広

図2 既存制度による保全率 
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島県，沖縄県）では，「届出対象行為と指導」の両方が

謳われており，岐阜県は届出対象行為についてのみ明

示されている。また，千葉県の条例では，県が広域景

観計画を策定する場合の方法等が謳われている。条例

を持たない全ての都道府県は，基本方針，指針，ガイ

ドラインまたは手引きのいずれかを掲げている。 
 これらの結果より，広域景観計画が策定されていな

くても，条例の中で「届出行為」や「指導」等につい

て謳ってあれば，ある一定の景観維持・推進を図るこ

とができるといえる。しかし，「範囲」が限られてい

たり，条例で「届出行為」や「指導」について謳って

いなかったり，条例をもたない場合は，県土の景観を

如何なる方法により維持・保全を推進しているのか，

詳細な調査を行う必要がある。 

 本研究では，全国の広域自治体を対象に①ゾーンの

捉え方，②ルールの内容について研究を進めた。①で

は，都道府県土に対する景観計画及び景観地区・準景

観地区の計画区域の面積率を算出し，タイプⅠ 〜Ⅵご

とに傾向を把握した。タイプⅠ 〜Ⅲは広域景観計画が

「全域」にかかっているため，面積率が100%である。

また，タイプⅥで面積率が最も高い神奈川県は，県土

の 80.8%に市町村の景観計画が策定されていることが

明らかとなり，各自治体が景観維持・保全の推進を積

極的に行っているためであると考えられる。また，神

奈川県を除くタイプⅥの都道府県では，都道府県土に 

5 総括                      

 
 

対する景観計画区域の面積

率が約65%以下となってい

ることが明らかになった。

また，7 つの既存制度のう

ち森林地域の面積率が最も

高く，森林法では「開発行

為」や「土地の形質等」の

行為を届出対象とできる。

つまり，これらの行為を最

低限度の届出対象として，

景観維持・保全を図ってい

ると考えることもできる。

さらに，広域景観計画がなくても条例の中で「届出行

為」や「指導」等について謳ってあれば，ある一定の

景観維持・推進を図ることができるといえる。しかし，

「範囲」が限られていたり、条例で「届出行為」や「指

導」について謳っていなかったり，条例をもたない場

合は，如何なる方法で景観維持・保全を推進している

のか，さらに詳細な調査を行う必要がある。 
【補注】 

注 1）タイプⅠ 〜Ⅵの定義について 
注 2）広域景観計画のある福島県は計画区域について以下のような記述があるため，

面積率は 100%となっていない。「景観計画区域は，景観行政団体である市町村（ただ

し，届出制度を有する景観に関する条例を施行していない市町村の区域を除く。），二

本松市及び大玉村の区域を除く県土全域とします。」 
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